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民法展開演習（HA・HB合同） 最終到達度検証試験
2019年1月23日

松岡 久和

次の文章を読んで，後記の〔設問１〕から〔設問３〕までに答えなさい（各小問20点）。

Ⅰ

【事実】

1. Ａは、病院に勤務する医師であり、多忙なため妻Ｂとは意思の疎通が十分できてい
なかった。そのため、Ｂは、2013年1月頃から、Ａと住んでいた賃貸マンションを出
て、隣県にある実家に帰った。2016年1月には、Ｂからの申立てに基づいて、離婚調
停が進行中であった。

2. Ａは、Ｂの弟Ｃとは懇意にしており、2016年8月頃から、Ｃに資産運用のための株
式の売買及び土地の購入について何度か相談していた。2017年1月3日、ＡはＣに株式
売買及び土地の購入を依頼して、契約締結とそれに関連する行為についての代理権を

与え、委任状を交付した。委任状以外の契約書は作成されておらず、契約期間やＣの

報酬については、とくに取決めをしていなかった。

3. 2017年2月1日、Ｃは、懇意にしていた資産家Ｄに対して、「甲会社の代表者が近々
に逮捕されるため甲の株式が暴落するおそれが高い」という根拠のない事実を告げて、

Ａの代理人としてＤから甲の株式（以下「甲株」と略称する）を時価相当額の1200万円
で購入し、Ａから預託を受けていた金銭で代金を支払って、株券の引渡しを受けた。

Ａは、Ｄからの甲株の購入についてはＣから事後報告を受けて了承し、Ｃに10万円の
謝礼を渡したが、Ｃの言動については、知るよしもなかった。

4. 同年8月2日、Ｃは、やはり知り合いであったＥとの間で、Ａの代理人としてＥの所
有する乙土地（時価2000万円前後）を3000万円で購入する契約を締結し、甲株の売却代
金1800万円を乙の売買代金の一部としてＥに支払った。残代金の支払は、同年9月末
までとし、乙の引渡しと移転登記は、残代金の支払と引換えに行うことが約された。

5. 4の乙土地の売買契約の2年ほど前に、ＣＥ間には、Ｃの仲介で乙を購入してくれる
人が現れたら、売買代金の5％をＥがＣに支払うとの口頭での合意があった。そこで、
同日、Ｅはこの合意に基づいて、受領した1800万円の5％に当たる90万円をＣに支払
った。Ａは、こうした事情を知らなかった。

6. 同月5日、Ｃから甲株の売却と乙土地の購入の報告を受けたＡは、甲株売却につい
ては、高値で売れたことに感謝したものの、乙土地購入については、Ａが家を建てて

住むにはいささか交通の便が悪いうえ、土地の広さ・位置なども考慮すると少々高す

ぎると感じた。しかし、Ａは、その時点では、ＣやＥに対しては明確に異議を述べる

ことはなく、Ｅに謝礼として20万円を支払った。
7. 同月31日、Ａは、Ｄの依頼を受けた弁護士から、ＡＤ間の甲株の売買契約は、Ｃの
詐欺に基づくものであるので（ＣＤの売買契約交渉時の録音があるという）、売買契約の

意思表示を取り消し、甲株の返還または時価額1800万円の返還を求めるとの請求を受
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けた①。

8. 翌9月1日、Ｄに1800万円を返さなければならないとすれば9月末の乙の売買契約の
残代金1200万円が支払えなくなるため、周章狼狽したＡは、Ｄから取消しと返還請求
を受けたことをＣに告げて事情を問いただしたが、Ｃは、「Ｄの言うようなことを述

べた覚えはない」と答えるのみであった。

9. 同日、Ａは、妻Ｂとの電話で、ＣがＥからかなり高額の謝礼を受け取っていたこと
を知り、知り合いの弁護士に相談した。

10. 9月8日、弁護士の助言に基づいて、Ｅに対して、乙の売買契約の無効を主張し、支
払済代金1800万円の返還を請求したところ、10月1日に、ＥはＡに対して、乙の売買
契約の残代金1200万円の支払を求める訴訟を提起した②。

〔設問１〕 【事実】１から10までを前提として、次の問いに答えなさい。

(1) Ａは、上記７の下線①のＤの請求を拒むことができるか。

(2) Ａは、上記10の下線②のＥの請求を拒むことができるか。

Ⅱ

【事実】

11. Ａの勤務するＦ病院では、医師の数がそもそも不足していたところ、2016年頃より、
過酷な勤務条件を嫌って辞める医師が増え、2017年には、2018年版の国の「過労死等
防止対策白書」が過労死ラインとしている超過勤務月100時間を超えて、月120時間近
い超過勤務が常態化していた。

12. Ａは、このような超長時間勤務に加えて、Ｂとの離婚調停およびＣＤＥとの紛争に
より疲弊し、2018年2月末にうつ病と診断され、3月5日に勤務先のＦ病院の屋上から
飛び降りて自殺してしまった。Ａの死亡時点ではＡＢの離婚は成立しておらず、ＡＢ

間に子供はなく、Ａは一人っ子で、父母や祖父母も早くに他界している。

13. Ｂは、Ｆ病院に対して、Ａの逸失利益9000万円と慰謝料1000万円の合計1億円の損
害賠償を請求しようと考えている。Ｆとの話合いにおいて、Ｆは、Ａの逸失利益9000
万円の損害の発生以外を争う態度を示した。

〔設問２〕 【事実】１から13までを前提として、次の問いに答えなさい（14以下の事実は考慮しない

こと）。

あなたがＢから相談を受けた弁護士であるとして、ＢＦ間で訴訟になった場合に、どの

ような問題が争点となり、どういう結論となるか予想してＢに説明してあげなさい。

Ⅱ

【事実】

14. Ｇは、元はＦ病院に勤務する看護師であったが、2016年6月頃にＡと恋愛関係とな
り、同年7月頃にＦ病院を退職して、Ａの住む本件賃貸マンション丙の部屋でＡと一緒
に暮らし始めた。Ａは、賃貸人には同居者として知らせていなかったが、近隣の住民

および丙の管理人は、ＧがＡの奥さんだと思っていた。
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15. 2017年12月末頃、Ｇは、Ａのこどもを妊娠したことを知った。出産予定日は、2018
年7月頃と予想された。

16. 2018年3月5日にＡが死亡したことで、収入のない妊娠中のＧは、自分とこどもの将
来に大きな不安を感じ、懇意にしていたＦ病院の院長Ｈに相談した。Ｈは、Ｇに同情

したものの、Ｂから損害賠償請求を受けており、Ｆ病院としてはＧに見舞金100万円を
出すのが精一杯だと答えた。

17. 同年4月30日、ＧとＦは、「ＦはＧに見舞金100万円を給付する。Ｇは、これ以上の
請求を一切行わない。」との覚書を交わし、ＦがＧに100万円の見舞金を支払った。

18. 同年7月30日、ＧはＩを出産した。

〔設問３〕 【事実】１から18までを前提として、次の問いに答えなさい。

(1) ＢがＧに対して丙の明渡しを請求した場合、Ｇは従わざるをえないのか。

(2) Ｇは、Ｉを代理してＦに対して、Ｉについての損害賠償請求をすることができるか。
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